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皆様、以下の設定を行ってください。
• 表示される名前を「自治体・会社・団体名_氏名」（例：スポーツ庁_●●）

①画面下部のメニューから「参加者」をクリック

②自分の名前にカーソルを合わせ、「詳細」をクリック

③「名前の変更」をクリック

④表示させる名前を入力し、「OK」をクリック

１３：００から説明会を開始いたします。
時間まで、お待ちください。

令和５年度
「誰もが気軽にスポーツに親しめる場づくり総合推進事業

（学校体育施設の有効活用推進事業）」



令和５年度
「誰もが気軽にスポーツに親しめる場づくり総合推進事業

（学校体育施設の有効活用推進事業）」
＜事業説明会＞

2023.03.20
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公募内容の説明１

質疑応答２

①本事業について
②令和５年度の事業の流れ
③企画提案書の留意点・審査基準
④審査の流れ

＜本日の流れ＞

挙手ボタンより、手を挙げて質問してください
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① 本事業について

• 我が国の体育・スポーツ施設全体の中で、学校体育施設が約6割を占める
• 水泳プール、体育館、多目的運動場といった主要な施設種別では約８割
• 地域におけるスポーツの場として、学校体育施設の有効活用を一層進めることが重要

学校体育施設
113,054 箇所
（60.4%）

大学・高専体育施設
6,122 箇所（3.3%）

公共スポーツ施設
51,611 箇所
（27.6%）

民間スポーツ施設
16,397 箇所
（8.8%）

学校体育施設
24,399 箇所
（ 82.3%）大学・高専体育施設

227 箇所
（0.8%）

公共スポーツ施設
3,586 箇所
（12.1%）

民間スポーツ施設
1,428 箇所
（ 4.8%）

水泳プール施設数（平成30年10月1日現在）

（出典）スポーツ庁「体育・スポーツ施設現況調査」
※「学校体育施設」とは、公（組合立を含む）私立（株式会社立を含む）の小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校の体育・スポーツ施設を指す。

学校体育施設
31,546 箇所

(75.7%)
大学・高専体育施設

1,197 箇所（2.9%）

公共スポーツ施設
8,650 箇所
（20.8%）

民間スポーツ施設
289 箇所（0.7%）

体育館施設数（平成30年10月1日現在）

学校体育施設
28,957 箇所
（75.9%）大学・高専体育施設

615 箇所（1.6%）

公共スポーツ施設
8,425 箇所
（22.1%）

民間スポーツ施設
176 箇所（0.5%）

多目的運動場施設数（平成30年10月1日現在)

我が国の体育・スポーツ施設数（平成30年10月1日現在）

①体育・スポーツ施設における「学校体育施設」の状況
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学校体育施設（体育館）開放率の推移

① 本事業について

• 開放率はコロナウイルス感染症の影響で若干落ち込んでいるが、高い水準にある
• 施設種別毎では、体育館、屋外運動場の開放が進み、水泳プールは開放率が低い
• 学校種別毎では、小学校が高く、次いで中学校、高等学校の順

（出典）スポーツ庁「体育・スポーツ施設現況調査」

※公立小中学校の体育館を対象として、開放事業実施率の推移を示している。
※公（組合立を含む）立小･中･高等学校を対象とする。
※データは速報値を使用

（％） （％）

施設種別・学校種別毎の開放状況（令和2年度）

※令和2年度は速報値

79.7
64.5

39.6

84.3
79.9

32.0

50.0
19.2
18.3

8.1
4.8

3.0

0 20 40 60 80 100

屋外運動場

体育館

屋外庭球場

水泳プール

②学校体育施設の開放状況
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① 本事業について

• 学校開放の業務運営形態
• 教育委員会、運営委員会など委員がそれぞれ約３割、開放校が約２割であり、外部委託は少ない

• 開放事業に関する課題は以下の２つ
• 管理に関すること（利用予約・調整手続き、鍵の管理など）
• 費用に関すること（受益者負担の適正化、使用料徴収事務の負担軽減、予算の確保）

管理に関すること

費用に関すること

③学校体育施設の業務運営形態、課題
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利用日時や利用可能な対象者、実
施可能な競技種目など、多様なスポー
ツ活動のニーズに対応し、ＩＣＴも利用
して学校体育施設を最大限活用する
学校体育施設の多様な利用推進
ＩＣＴを活用した利便性の向上

• 誰もが日常的にスポーツに参画することのできる機会の確保（スポーツ基本法、第２期スポーツ基本計画）
• スポーツを通じた健康寿命の延伸に対する強い期待（スポーツ実施率向上のための行動計画・中長期的施策）
• スポーツ施設の老朽化や財政難、人口減少等への計画的な対応（スポーツ施設のストック適正化ガイドライン）

スポーツ施設の約6割を占める学校体育施設について官民連携等の工夫を図り如何に活用していくかが重要

学校体育施設の有効活用に関する手引き（令和２年３月）の概要
背
景
・
目
的

ポ
イ
ン
ト
・
有
効
活
用
方
策
（
参
考
事
例
）

⑤新改築・改修時の留意点

②安全・安心の確保

①学校体育施設をより広く利用してもらうための目的の明確化

③持続可能な仕組みづくり ④利用しやすい環境づくり

学校体育施設の有効活用に向けた検討・実施の際のポイントや参考事例を、
目的（モチベーション）・ 運営（ソフト）・ 施設（ハード）の観点から５項目に整理し、自治体担当者向けに提示。

地域のスポーツ環境充実、児童生徒のへの好影響、地域社会との連携推進等、施設活用の目的を幅広く検討し明確化する
■誰もが気軽にスポーツに親しめる社会へ ■地域で見守る学校施設（学校体育施設）へ

動線の分離等により児童生徒の安
全を確保するとともに、リスク分担など安
全安心確保のための体制を整備する
一般利用者と児童生徒の動線を分
離する工夫

安全・安心確保のための体制整備

業務・事業としての明確化や、学校教育に
支障ない範囲の指定管理等の工夫を図る
業務・事業としての明確化
学校や行政からの外部化
民間事業者等が参画しやすい環境づくり
適切な受益者負担の仕組みづくり

新改築・改修時には、地域のスポーツ施設として機能、仕様等を検討（複合化、バリアフリー化やユニバーサルデザインへの配
慮等）するとともに、PPP/PFI等の事業手法の導入についても検討する

■地域スポーツ施設としての整備 ■PPP/PFI事業の導入 ■学校開放事業を前提とした施設水準の確保

※学校・施設種別ごとの傾向も踏まえた一般的な留意事項もあわせて整理

① 本事業について
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再委託

• 「学校体育施設の有効活用の手引き」を踏まえ、行政の負担軽減だけでなく、適切な料金設定、民間のノウハウを
活かした事業性の高い運営の導入なども含めた持続可能な仕組みのモデル事例を実証研究を通じて構築するもの。

• 募集期間中（4/28～6/18）に13団体から申請があり、うち３団体を採択。

スポーツ庁参事官（地域振興担当）
03-6734-3773（施設企画係）

スポネット弘前
（青森県、総合型地域スポーツクラブ）

チャレンジゆうAchi
（長野県、総合型地域スポーツクラブ）

スポーツデータバンク沖縄
（沖縄県、株式会社）

過疎地域小規模校の学校体育施設の広域連携し
た有効活用による、全世代のスポーツ実施率向上
• 部活動の減少により子供のスポーツ実施率が低く、成
人のスポーツ施設利用も少ない、弘前市河西地区
（小学校8校、中学校4校）を対象に実施。

• 全ての世代がスポーツに親しめる環境づくりを目指し、学
校体育施設を有効活用する官民連携の仕組みを検
討。

• 将来的には学校体育施設を拠点としたソフト事業も提
供予定。

• スポネット弘前を中心に、弘前市スポーツ振興課、教育
委員会、河西地区小中学校、スポーツ少年団・部活
動関係者、地区体育協会、町内会等で運営委員会・
実行委員会を組織。

総合型地域スポーツクラブによる学校体育施設の
有効活用（部活動後の活動支援等）
• 現在開放している学校体育施設（中学校体育館）
を活用したスポーツプログラムの充実。
 中学校部活動後の「阿智中クラブ」新設
 新規利用者獲得のため、ニーズ分析を踏まえた
スポーツ教室の改善・拡充

 指導者や保護者の指導力向上

• 中学校体育館の施設管理手法の検証・改善。

• チャレンジゆうAchiが主体となり、委託事業推進委員
会（教育委員会、中学校関係者、スポーツトレーナー、
大学教授等）の助言を受けながら実施。調査研究業
務等を日本総研に再委託。

ICTを活用した学校体育施設の有効活用モデルの
実証及び効果検証
• うるま市内の実証フィールドとしてモデル校を選定し、民
間事業者による学校施設を活用した幅広い世代向け
のスポーツイベントを開催。

• イベント開催予約や参加予約等の「予約管理」や「鍵
の管理」においてICTを活用。

• 実証結果をもとに、ICTを活用した管理システムの導入
やスポーツ事業者からの収入（施設使用料）等を踏
まえた、全体の費用対効果の検証。

• うるま市、教育委員会、学校長、体育協会、民間事
業者等で構成された有識者会議を設置。

スポ
ネット
弘前

弘前
市

小中
学校

体育
協会

部活
動等

業務委託の検討 安全確保体制
の整備

地域住民のための
プログラム検討

学校体育施設
の活用検討

スポーツデータバンク沖縄

うるま市教育委員会 うるま市経済部

協力機関

・沖縄スポーツ・ヘルスケア産業
クラスター推進協議会
実施事業者の確保支援

・沖縄ITイノベーション戦略センター
ICT活用の仕組みの検討

市内学校のモデル実証
仕組みの検討 等

市内実施事業者の支援
指定管理事業者の紹介 等

チャレンジゆうAchi
事務局

本事業の全体調整

委託事業推進
委員会

本事業の方針決定、
評価

助言

株式会社日本総合研究所

調査研究、事業成果とりまとめ

事業全体の
コーディネート

① 本事業について

■令和２年度事業
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• 「学校体育施設の有効活用の手引き」を踏まえ、行政の負担軽減だけでなく、適切な料金設定、民間のノウハウを活かし
た事業性の高い運営の導入なども含めた持続可能な仕組みのモデル事例を実証研究を通じて構築するもの。

• 令和３年度は募集期間中（3/18～4/16）に９団体から申請があり、うち４団体を採択。

飛騨シューレ（岐阜県、総合型地域スポーツクラブ）

スポーツデータバンク沖縄（沖縄県、株式会社）

つくばフットボールクラブ（茨城県、総合型地域スポーツクラブ）

愛知学院大学（愛知県、大学）

山間部の学校体育施設において多様な世代向けのプログラムを提供
• 地域におけるスポーツプログラム充実のため、行政との連携、HPによる広報、外部
人材の導入・魅力的なプログラムの提供を実施

学校、市、クラブ３者の連携による施設環境の改善と受
益者負担の試験的な導入
• 体育館と校舎が構造的に分離されていない、グランド等
において夜間照明設備がなく、活動時間の確保ができ
ていない現状を踏まえ、中学校、つくば市、クラブでの確
認書を取り交わしの実施

• 身近な環境で良質なプログラムを展開するため、専門の
外部指導者による有料のスポーツプログラムを実施

• プログラムの参加費の一部を夜間照明設備へ充当する
ことの検討

ICTを活用した学校体育施設の有効活用モデル実施
• 社会予約管理システム、スマートロック、セルフチェックイ
ンシステムを実証、電子決済の導入やGIGAスクール
構想との連携を検討

• 行政職員の業務の合理化・効率化、利用者の利便
性の向上、施設利用におけるセキュリティー強化等を
検討

• 学校は、より地域へ開かれ始めていることから、学校体
育施設の活用の可能性を検討、将来的には学校を
中心としてまちづくりへの展開へ

地域における大学スポーツ資源の有効活用を実施
• 大学のスポーツ施設の貸し出しを拡大していくために、

ICTを活用したスポーツ施設利用管理システムの構築
• 先進事例（沖縄県うるま市）の視察とスポーツ・健康づ
くりによるまちづくりコンソーシアム（自治体・民間企業・
民間団体等で構成）における意見交換と事業実施

• 大学のスポーツ施設が利用できることの認知度が低いこと
から、トレーナーやイベントの実施を行い、個人利用可能
施設の一般開放の促進

• 具体的には、小中学校体育館におい
て、一般・ファミリーに向けたスポーツプ
ログラムを提供

• 次年度以降に向け、夜間の学童保
育を兼ねたプログラムや部活動改革を
見据えたプログラム等を検討

① 本事業について

■令和３年度事業
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① 本事業について

• 以下の３つのテーマを含む事業を募集
１）一定の収益活動の導入と収益還元による事業の持続性向上 ２）デジタル技術の活用による利便性向上、学校等の負担軽減
３）水泳プール、テニスコート又は武道館の開放促進

• 令和４年度は募集期間中（3/16～4/18）に７団体から申請があり、うち４団体を採択。

浦和スポーツクラブ（埼玉県、総合型地域スポーツクラブ）

スポーツデータバンク沖縄（沖縄県、株式会社）

つくばフットボールクラブ（茨城県、総合型地域スポーツクラブ）

スポーツコミュニティ（神奈川県、株式会社）

武道場、テニスコートの徹底活用
• 武道場：空調をレンタルで設置することで、

通年利用を行うほか、ヨガなど別のプログラムも実施。
• テニスコート：部活動と授業の支障のない時間に

住民への個人参加可能な面貸しを行う。
• 徴収した利用料について、

学校設備・部活動支援等に用いることを検討

学校、クラブ、会員をつなぐWEB管理システムの構築と
施設整備
• スケジュール調整、広報周知のアナログ対応から、WEB
管理システム構築の議論・実証・検証

• 部活動の地域移行における組織体の運営、指導者派
遣、謝金の支払いなどのマネジメント方法を他組織でも
応用可能な形で議論、実証、検討

• テニスコートの修繕に会員制プログラムの利益を充当す
ることを市も交えて検討

ICTを活用した学校体育施設の有効活用モデル促進
各地域の状況に応じた「調査」「実証」「運用」による事業実施
沖縄県うるま市の実証内容を他地域に横展開

学校体育施設開放事業の
スマート化
• 団体登録、利用申請、
報告書、鍵の管理を一
元管理できるWEBプラッ
トフォームを構築

• システムをトライアル実施
し、自治体、学校（運営
委員会）、利用者の業
務軽減、利便性の向上
を定量化し、検証

■令和４年度事業
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① 本事業について
●これまでの事業の整理

⑤新改築・改修時
の留意点

②安全・安心の
確保

①学校体育施設を
より広く利用して
もらうための目的の

明確化

③持続可能な
仕組みづくり

④利用しやすい
環境づくり

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

運
営
（
ソ
フ
ト
）

施
設
（
ハ
ー
ド
）

スポーツデータ
バンク沖縄
(R2-4)

スポネット弘前
(R2)

チャレンジゆう
Achi(R2)

飛騨シューレ
(R3)

つくばフット
ボールクラブ

(R3-4)
愛知学院
大学(R3)

浦和スポーツ
クラブ(R4)

スポーツコミュ
ニティ(R4)

事業検討
提言書
作成

総合型地域
ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
連携

武道場
庭球場
活用

体育館棟
校舎遮断
受付手続き
実施

予算確保
検討

民間への
管理業務

ICTツール
予約管理
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令和５年度「誰もが気軽にスポーツに親しめる場づくり総合推進事業（学校体育施

設の有効活用推進事業）」 

公  募  要  領 

 

１  事 業 名 

    令和５年度「誰もが気軽にスポーツに親しめる場づくり総合推進事業（学校体

育施設の有効活用推進事業）」 

 

２  事業の趣旨 

我が国のスポーツ施設の約６割を占める学校体育施設について、地域スポーツの

場としての有効活用を推進するため、持続可能な仕組みのモデル事例について実証

実験を通じて構築する。 

 

３ 成果物 

以下を納品すること。 

・業務委託報告書 １部 

・上記、電子媒体（PDF及び Word等のオリジナルデータ）一式 

 

４  事業の内容 

（１）学校体育施設を地域スポーツの場として活用する持続可能な仕組みの検討 

「学校体育施設の有効活用に関する手引き」を踏まえ、地方公共団体のス

ポーツ担当部局や教育委員会、学校、スポーツ団体、地域団体、民間企業等

の関係者が連携して学校体育施設を地域スポーツの場として有効活用する仕

組みについて、関係者の意見聴取等により検討を行う。 

対象とする学校体育施設は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又

は中等教育学校の屋外運動場、体育館、水泳プール、テニスコート又は武道

場のいずれかを含むものとし、これらの施設での活動を中心とするものとす

るが、対象学校にある多目的教室等や他のスポーツ施設を活用する事業を拒

むものではない。なお、廃校の施設は含まないものとする。 

テーマについては、次の①～③のうち、少なくとも１つを含むものとす

る。 

 

① 幅広いサービスを提供できるような環境づくり 

② 子どもたちが気軽にボール遊び等ができる場づくり 

③ 障害者も気軽にスポーツができる環境・仕組みを構築する取組 

 

    ①～③のテーマに関するより詳細な内容や想定している具体的な取組イメー

ジは次のとおりであるが、これらに限定するものではない。 

 

① 幅広いサービスを提供できるような環境づくり 

・総合型地域スポーツクラブや民間事業者等が学校体育施設の管理・運

営を実施し、利用調整や手続き等の仕組みの改善や体制の構築、オンラ

インシステムの導入、各種プログラムの提供等により、地域のスポーツ

yoshinao-okagawa
ハイライト表示

yoshinao-okagawa
ハイライト表示

yoshinao-okagawa
ハイライト表示

yoshinao-okagawa
ハイライト表示

yoshinao-okagawa
ハイライト表示

yoshinao-okagawa
ハイライト表示

yoshinao-okagawa
ハイライト表示



活動の中心として地域住民に対して、より幅広いサービスを提供できる

ような環境を整備する取組 

具体的には、 

・予約受付についてオンライン化を実施し、対面で実施していた利用調

整会議をシステム上での自動抽選へ移行する、オンライン予約システム

とスマートロックとを連携することで、これまで実施してきた窓口での

鍵の貸与事務を無くす、利用料金徴収についてこれまでの現金領収から

電子マネー決済へ変更することなどを複合的に取り組むことで、学校等

の事務管理負担を軽減し、かつ利用者の利便性の向上を目指す取組 

・事前登録した団体だけでなく個人利用も可能となるよう、体育館、グ

ラウンドだけでなく、これまで開放が実施されていなかったプール、テ

ニスコート、武道場などでも各種スポーツプログラムを実施し、地域住

民にとって身近な場所でスポーツができるよう促進するほか、徴収した

参加料の一部を施設・設備の更新に充当することでハード面の水準を向

上させる取組 

などを想定している。 

 

② 子どもたちが気軽にボール遊び等ができる場づくり 

・街中など、公園等でボール遊びが禁止、もしくは制限されるなどされ

ている地域において、自由にボール遊びができる場として学校開放を行

い、安全に配慮した仕組みや体制の構築を検討するとともに、個人利用

などができるようにする取組 

具体的には 

・公園等でボール遊びが禁止、もしくは時間帯や場所の制限がある自治

体においてボール遊びの場を確保するため、遊び内容、曜日・時間帯な

どを、学校関係者のほか、既存の利用者、児童・生徒の意見も反映させ

たルールを作成し、周辺住民の理解も得ながら、学校の校庭・グラウン

ド・体育館等でボール遊びができるようにする取組 

・これまで民間事業者が自身の保有する施設で実施していたボールを使

ったスポーツ教室等について学校体育施設で実施することを通じ、子ど

もたちにボール遊びの基礎を教えるだけでなく、学校開放事業の他の利

用者と調整を行い、子どもたちのボール遊びの時間・場所を創出する取

組 

などを想定している。 

 

③ 障害者も気軽にスポーツができる環境・仕組みを構築する取組 

・身近な学校体育施設において多様な利用を推進するため、障害者が気

軽にスポーツができる環境・仕組みを構築する取組 

具体的には 

・障害者と地域住民が共にボッチャなどのユニバーサルスポーツを行う

機会を設け、障害者が地域の身近な施設でスポーツができる場・機会を

作るほか、普段生活空間が異なる障害者と地域住民との交流を通じて相

互理解を促進する取組 
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などを想定している。 

 

なお、本事業において計上可能な経費は企画提案書の別紙１「経費計上の

留意事項等」に記載されているとおり借損料等であり、恒久的な施設の整備費

は対象経費としない。 

 

（２）学校体育施設を地域スポーツの場として活用する仕組みの実証 

    （１）で検討した仕組みについて、一定期間の試行、机上でのシミュレーシ

ョン等により、効果、課題、実現可能性、収益性等を検証する。 

受託者は、関係者との会議、打合せを行った場合はその概要を別添様式１

打合せ記録簿（様式）に、また事業の全般的な進捗状況について毎月別添様式

２にて取りまとめ、翌月５日（土日祝日となる場合は、その直後の平日）まで

に、スポーツ庁へ報告する。 

なお、（１）及び（２）の内容については１月末日までに終え、それ以降

の延長は認めない。実証終了後は（４）の報告書のとりまとめと事業成果報告

会の発表資料作成に注力すること。 

 

（３）中間報告 

11 月末時点の（１）及び（２）で得られた途中成果等について、中間報告

を行う（オンライン予定）。時期については 12 月上旬を予定しており、別途

その時点までの中間決算報告及び会計書類を取りまとめスポーツ庁へ提出す

るものとする。 

 

（４）報告書の取りまとめ及び報告会への参加 

（１）及び（２）で得られた成果や今後の課題等について、（２）で作成

した会議の概要も含め他の地域においても参考となるよう報告書として取り

まとめ、スポーツ庁へ提出する（Ａ４版・１部、電子媒体（CD-R 等）１

部）。なお、報告書は、令和６年２月１９日（月）に一度提出し、その後、

スポーツ庁と協議した上で、必要な修正を行ったものを最終的に提出するこ

と。 

成果物である報告書については、委託事業完了後、スポーツ庁ホームペー

ジにて公表する予定である。 

また、令和６年２月上旬頃にスポーツ庁において実施する委託事業成果報

告会において、事業の成果報告等を行う（オンラインにて開催予定）。 

    

５  委託先 

本事業の委託先は、地方公共団体及び法人格を有する団体（以下「団体」とい

う。）とする。 

 

６  企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１）予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年  

者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている

者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 
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（２）文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の   

者でないこと。 

 

７  参加表明書の提出 

    参加表明書の提出は不要とする。 

 

８  説明会の開催 

令和５年３月２０日（月）１３時～１４時３０分（予定）  

オンライン（ZOOM使用）。 

説明会参加にあたっては、事前登録が必須である。参加を希望する場合、以下の

宛先に電子メールにて、氏名、所属、役職、電話番号、メールアドレスを記載の

上、申請すること。登録時に入力する個人情報は、参加登録の確認のみに使用

し、ほかの用途には使用しない。 

なお、応募にあたり、本説明会への参加は任意である。 

申込締切：令和５年３月１７日（金）１２時（必着） 

事前登録宛先：stiiki@mext.go.jp 

９  企画提案書等の提出方法等 

（１）提出場所、企画競争の内容を示す場所並びに問い合わせ先 

   〒１００－８９５９ 東京都千代田区霞が関三丁目２番２号 

   スポーツ庁参事官（地域振興担当）付施設企画係 

      ＴＥＬ：０３－５２５３－４１１１（内線３７７３） 

   E-mail： stiiki@mext.go.jp 

（２）提出方法 

①用紙サイズはＡ４版とし、下記（３）で示す仕様で提出すること。 

   ②提出方法は、電子データを上記メールアドレスあてに送信する。 

※送信メールの題名は【提出者名】＋事業名、添付ファイル名は【提出者

名】＋事業名によること。 

※企画提案書の電子データは PDF 形式とし、９メガバイト以下のデータ容量

とする。（９メガバイトを超える容量の場合は、メールを複数回に分割し

て、ファイルを送付すること） 

   ※電子メール送信中の事故（未達等）について、当方は一切の責任を負わな

い。 

※受信通知は、送信者に対してメールにて返信する。 

  ③その他 

   ・企画提案書に関する事務連絡先（照会先）を明記すること。 

   ・企画提案書は、日本語及び日本国通貨で作成すること。 

（３）提出書類等 

   ①企画提案書（別添（公）１） 

②審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における

認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合は、その

写し 

③誓約書（別紙（公）３―６） 



④その他必要と思われる資料（様式自由） 

（４）提出期限 

   令和５年４月７日（金）１７：００必着 

（５）その他 

・企画提案書等の作成費用については、選定結果にかかわらず企画提案者の負担

とする。また、提出された企画提案書については返却しない。 

・必要に応じて審査期間中に提案の詳細に関する追加資料の提出等を求めること

がある。 

・期限に遅れた企画提案書は受理しない。また、期限後の資料の差し替え及び訂

正は認めない。 

 

10  事業規模（予算）及び採択数 

事業規模：上限 5,000 千円／件 

採択数 ：４件（予定） 

採択件数は、審査委員会が決定する。 

契約期間：契約締結日から令和６年２月２９日 

 

11  選定方法等 

（１）選定方法 

      スポーツ庁参事官（地域振興担当）付技術審査委員会において、提出された

企画提案書等にて書類審査に加え、企画競争参加者による事業内容のオンライン

プレゼンテーション（詳細については、企画提案書を提出した者へ後日連絡する

ものとする。）を実施する。なお、必要に応じて審査期間中に提案の詳細に関す

る追加資料の提出を求めることもある。 

（２）審査基準 

      別途定めた審査基準のとおり。 

（３）選定結果の通知 

      選定終了後、30日以内に全ての提案者に選定結果を通知する。 

 

12 誓約書の提出等 

（１）本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、支出負担行為担当

官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書（別添（公）２）を提出しな

ければならない。また、企画提案書の内容に業務を別の者に再委託する計画があ

る場合はその再委託先も誓約書を提出すること。 

（２）前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反すること

となったときは、当該者の企画提案書を無効とするものとする。 

（３）前２項は、地方公共団体、国立大学法人及び独立行政法人には適用しない。 

 

13  契約締結 

選定の結果、契約予定者と委託事業実施計画書等を基に契約条件を調整するもの

とする。なお、契約金額については、委託事業実施計画書等の内容を勘案して決定 

するので、企画提案者の提示する金額と必ずしも一致するものではない。また、契 

約条件等が合致しない場合には契約締結を行わない場合がある。 



※ 国の契約は、契約書を締結（契約書に契約の当事者双方が押印）したときに確定

することとなるため、契約予定者と選定されたとしても、契約書締結後でなければ

事業に着手できないことに十分に注意すること。なお、再委託先がある場合は、こ

の旨を再委託先にも十分周知すること。 

 

14  スケジュール 

（１）公募開始：令和５年３月１３日（月） 

（２）公募締切：令和５年４月７日（金）１７：００ 

（３）審  査：令和５年４月中～下旬頃 

   選定及び委託事業実施計画書の提出 

       ：令和５年５月上旬頃～中旬頃 

（４）委託決定、契約の締結：令和５年５月中旬～５月下旬頃 

（５）契約期間：契約締結日から令和６年２月２９日（木）まで 

※ 契約書締結後でなければ事業に着手できないので、企画提案書作成に当たって

は、事業開始日に柔軟性を持たせた上で作成する必要があることに十分留意するこ

と。なお、再委託先がある場合は、この旨を再委託先にも十分周知すること。 

 

15 その他 

（１）本事業の実施に当たっては、事業委託要項、公募要領、スポーツ庁委託事業事

務処理要領、委託契約書及び委託事業実施計画書、ほか別に定める規定等を

遵守すること。 

（２）採択件数は現時点の予定であり増減する場合がある。最終的な採択件数は審査

委員会が決定する。 

（３）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画案書に

記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況

となった場合には、速やかにスポーツ庁へ届け出ること。 

（４）公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等

については回答できない。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開

している本件の公募情報に開示する。 

（５）この公募は、令和５年度予算の成立を前提に行うものであり、予算の成立状況

等によっては、実施方法や経費、スケジュール等を変更する場合がある。 

 

〔契約締結に当たり必要となる書類〕 

選定の結果、契約予定者となった場合、契約締結のため、遅延なく以下の書類

を提出する必要があるので、事前に準備をしておくこと。なお、再委託先がある

場合は、再委託先にも周知しておくこと。 

・委託事業実施計画書（委託事業経費内訳を含む。審査委員から意見が提示

された場合には、その指摘事項を反映した事業計画書の再提出を求め

る。） 

・再委託に係る事業委託経費内訳 

・委託事業経費（再委託に係るものを含む）の積算根拠資料（謝金単価表、

旅費支給規定、見積書等） 

・別紙（銀行口座情報） 
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② 令和５年度の事業の流れ
●事業実施（スポーツ庁の伴走型支援）
キックオフ

MTG

成果
報告会

報告書
精算書類

事業実施

■各団体とのキックオフミーティングの実施
・業務内容の確認 ・各種意見交換など

■全団体における事業共有（WEB)
・各団体同士の事業内容の共有、意見交換 など

12月上旬（予定）
■中間報告会（WEB)
・各団体における中間報告、
意見交換など

■２月上旬（予定）成果報告会（WEB)
・各団体における取り組み報告、意見交換など

〇各団体→スポーツ庁へ精算書類・報告書の提出
・精算書類の確認、金額の確定／業務報告書の確定

■中間確認（精算）
・実施する時点における精
算書類の確認

〇
進
捗
報
告
様
式
の
提
出
（
〆
翌
月
５
日
）

実
施
内
容
・
今
後
の
予
定
・
課
題
等

〇
打
合
せ
記
録
簿
（
毎
月
末
）

ス
ポ
ー
ツ
庁
へ

提
出

随
時
、
ス
ポ
ー
ツ
庁
同
席
等

〇随時、共有・相談
・アンケート調査
・検討会の内容
・各種事業実施にあ
たっての相談
など、随時（月１回
程度）、ご報告・相
談ください。

伴走的なご支援

〆令和6年2月19日（月）

★１月末までに事業終了

工期：令和6年2月29日
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③企画提案書の留意点・審査基準

様式：企画提案書 ＜審査基準＞

（１）事業の目的、条件、内容を理解し、スポーツ庁「学校体
育施設の有効活用に関する手引き」（令和２年３月）をはじめ
とする国の施策と整合性のとれた内容となっていること。

（２）事業の内容・方法・スケジュール等が具体的に設定され、
適正性、合理性に優れていること

(３) 学校体育施設を地域スポーツの場として有効活用する仕
組みを検討するにあたり、学校、スポーツ団体、地域団体、民間
企業等への関係者に対する意見聴取等の内容が具体的に記
載されており、かつそれらの内容が今回の事業趣旨に合致した
ものであること。

(4) 試行等に関する評価・検証が適切であるか

以下、３点に特に留意して記載すること

①学校体育施設を地域スポーツの場として活用する試行等の結
果を効果検証する具体的な方法（定量・定性）

②今後の課題、将来の事業の持続可能性を検討する内容

③他の地域でも横展開できる内容とすること
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④審査の流れ

（１）企画提案書等の提出

（２）技術審査委員会

令和５年４月７日（金）17:00

• 電子メールにて提出（stiiki@mext.go.jp）

令和５年４月25日（火）

① 技術審査専門員による書類審査（当日非公開）

② オンラインプレゼンテーション（15:00～18:00の間）

• 指定されたZOOM URLから１団体ずつ入室
（ほかの団体はルームで待機）

• ZOOM上でのPPTを使ったプレゼン＋技術審査委員からの質疑

• １団体 プレゼン５分＋質疑応答５分 計10分を予定
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